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１ はじめに 

 

平成27年９月関東・東北豪雨では、流下能力を上回る洪水により鬼怒川の堤防が決壊し、氾濫流

による家屋の倒壊・流失、広範囲かつ長期間の浸水が発生しました。これに住民避難の遅れも加わ

り、近年の水害では例を見ないほど多数の孤立者が発生するなど甚大な被害となりました。 

こうした背景から、平成27年12月に社会資本整備審議会会長から国土交通大臣に対して「大規

模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」

の再構築に向けて～」が答申されたことを踏まえ、国土交通省では施設では守り切れない大洪水は

必ず発生するとの考えに立ち、「水防災意識社会 再構築ビジョン」をとりまとめました。 

国の管理河川については、沿川市町村等と協働で減災対策協議会を設立し、目標や取組方針を決

定したところです。 

 

そのような中、平成28年8月の台風10号では岩手県小本川が氾濫し、小本川沿川の高齢者福祉

施設で9名の死者が出る被害が発生しました。 

これを受け、昨年１月に社会資本整備審議会会長から国土交通大臣に対して「中小河川等におけ

る水防災意識社会の再構築のあり方について」が答申され、ただちに「水防災意識社会 再構築ビ

ジョン」の取組を加速し、都道府県が管理する河川においても本格展開することが求められており

ます。 

 

長野県では河川管理者、市町村などの関係機関が連携・協力して、減災のための目標を共有し、

ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、木曽圏域の県管理河川において

氾濫が発生することを前提として社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築するこ

とを目的に「木曽圏域大規模氾濫減災協議会」（以下、「本協議会」という。）を設立しました。 

 

本協議会では、「現状の水害リスク情報」や「市町村が行う円滑かつ迅速な避難の取組」、「的確な

水防活動等の取組」など各取組状況の情報を共有し、円滑かつ迅速な避難及び的確な水防活動等を

実現するために地域の取組方針を策定し、周知することとしています。 

なお、取組方針策定後、本協議会の各構成員は、取組方針に基づき連携して減災対策に取り組み、

確かな対策の実施のための進捗確認等、フォローアップを行うこととします。 
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２ 本協議会の構成員 

 

本協議会の参加機関及び構成員は以下のとおり 

参  加  機  関 構  成  員 

上松町 

南木曽町 

木曽町 

木祖村 

王滝村 

大桑村 

木曽広域消防本部 

木曽警察署 

長野県木曽地域振興局 

長野県木曽保健福祉事務所 

（協議会長） 

長野県木曽建設事務所 

町 長 

町 長 

町 長 

村 長 

村 長 

村 長 

消防長 

署 長 

局 長 

所 長 

 

所 長 

 

 

本協議会のアドバイザーは以下のとおり 

参  加  機  関 

国土交通省中部地方整備局 河川部 地域河川課 

国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 

気象庁 長野地方気象台 

長野県 危機管理防災課 

長野県 河川課 

（独）水資源機構 

関西電力（株） 

中部電力（株） 
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本協議会の幹事は以下のとおり 

参 加 機 関 幹 事 

 上松町 

  〃 

南木曽町 

〃 

木曽町 

〃 

木祖村 

〃 

王滝村 

〃 

大桑村 

〃 

木曽広域消防本部 

木曽警察署 

長野県木曽地域振興局 

長野県木曽保健福祉事務所 

長野県木曽建設事務所 

 

国土交通省中部地方整備局 河川部  地域河川課 

 国土交通省中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 

 気象庁 長野地方気象台 

 長野県 危機管理防災課 

 長野県 河川課 

（独）水資源機構中部支社 事業部 水管理・防災課 

 （独）水資源機構味噌川ダム管理所 

 関西電力（株） 

中部電力（株） 

建設管理係長 

福祉係長 

建設係長 

福祉係長 

土木係長 

保健福祉課 課長補佐 

建設係長 

福祉係長 

建設係長 

福祉係長 

建設係長 

福祉係長 

警防係長 

警備課長 

課長補佐兼県民生活係長 

社会係長 

課長補佐兼計画調査係長 

 

課長補佐 

総括保全対策官 

水害対策気象官 

担当係長 

管理調整係 担当係長 

課長 

所長代理（技術） 

専門課長 

専門課長 

＊組織改編による機関名、職名の変更は、規約改正の対象としない。 
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３ 木曽圏域河川の概要 

 

木曽圏域は、長野県の南西部に位置する木曽川水系の上流域で、木曽郡上松町、南木曽町、木曽

町、木祖村、王滝村、大桑村の3町3村で構成されています。 

圏域の総面積は約1,546k㎡で、県全体の約11％を占めています。また、人口は約2万7千人で、

県全体の約1.3％となっています。圏域内の河川のうち、木曽川の上流部の味噌川ダム付近は国管

理であり、他の一級河川は長野県が管理しています。県管理河川の現況は表－１のとおりです。 

圏域内河川の特性として、木曽川は木祖村の鉢盛山に源を発し、東は中央アルプス、西は御嶽山

など3,000ｍ級の山々からの支川を合わせながら、岐阜県境までの流路延長約89kmの河川となって

おり、その浸食によりＶ字谷地形を形成しています。この谷のわずかな平地に住宅が密集しており、

護岸の嵩上げや築堤がなされている箇所があります。過去においては河川の氾濫による河岸浸食や、

溢水による浸水等の被害が生じており、支川は河床勾配が急な河川のため、土石流等の土砂災害も

多く発生しています。近年の局地的な降雨の状況から、今後もこれら災害の頻度も高まると想定さ

れ、留意していく必要があります。なお、近年の災害の発生状況は表－２のとおりとなっています。 

 

表－１ 【木曽圏域の河川現況】 

 総面積(k㎡) 県管理河川数 左欄の河川延長(km) 

木曽圏域  1,546.2  71   531.4 

県全体 13,561.6 737 4,802.7 

県全体に対する割合 11.4％ 9.6％ 11.1％ 

 

表－２ 【木曽圏域における近年の災害発生状況】 

年 月 原 因 被害状況 

昭和58年 9月 台風10号 
全壊・流失20戸、床上浸水206戸 

床下浸水206戸、浸水面積119.7ha 

昭和59年 8月 豪雨 全壊・流失27戸、浸水面積0.6ha 

平成 5年 5月 台風4.5.6.7号 床下浸水2戸、浸水面積48ha 

平成 9年 8月 豪雨・台風11号 床下浸水1戸、浸水面積0.01ha 

平成12年 9月 豪雨・台風14号 床下浸水4戸、浸水面積0.002ha 

平成13年 6月 梅雨前線豪雨 
床上浸水1戸、床下浸水8戸 

浸水面積0.01ha 

平成16年10月 台風23号 
床上浸水1戸、床下浸水11戸 

水害区域面積0.23ha 

平成18年 7月 梅雨前線豪雨 
床上浸水3戸、床下浸水12戸 

水害区域面積0.27ha 

平成26年 7月 
梅雨前線豪雨 

台風8号 

（土石流災害） 

全壊・半壊等13戸、床上床下浸水9戸 
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木曽圏域の河川図 
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国道

県道

町村界



- 8 - 

 

木曽圏域一級河川一覧表 

No. 河川名 ふりがな 
県管理 

延長(m) 

直轄管理 

延長(m) 
町村 

1 木 曽 川 き そ が わ 82,861 6,390 木祖村～南木曽町 

2 坪 川 つ ぼ か わ 6,104  南木曽町 

3 塚 野 川 つ か の が わ 2,725  南木曽町 

4 長 谷 川 は せ が わ 3,270  南木曽町 

5 蘭 川 あ ら ら ぎ が わ 12,042  南木曽町 

6 細 野 沢 ほ そ の ざ わ 1,500  南木曽町 

7 男 埵 川 お た る が わ 3,924  南木曽町 

8 押 手 沢 お し で ざ わ 1,000  南木曽町 

9 額 付 川 ひ た い つ け が わ 2,200  南木曽町 

10 南 沢 川 み な み さ わ が わ 3,488  南木曽町 

11 鍋 割 川 な べ わ り が わ 2,775  南木曽町 

12 桂 川 か つ ら が わ 5,014  南木曽町 

13 長 者 畑 川 ち ょ う じ ゃ ば た が わ 3,015  南木曽町 

14 与 川 よ が わ 7,521  南木曽町 

15 胡 桃 田 川 く る み だ が わ 1,600  南木曽町 

16 下 山 沢 川 し も や ま さ わ が わ 4,360  南木曽町 

17 南 沢 川 み な み さ わ が わ 2,100  南木曽町 

18 上 山 沢 川 か み や ま さ わ が わ 5,886  南木曽町 

19 柿 其 川 か き ぞ れ が わ 10,900  南木曽町 

20 岩 倉 沢 い わ く ら さ わ 3,000  南木曽町 

21 阿 寺 川 あ で ら が わ 12,862  大桑村 

22 二 段 田 川 に だ ん だ が わ 2,330  大桑村 

23 長 通 川 な が ど お り が わ 750  大桑村 

24 殿 小 川 と の お が わ 6,431  大桑村 

25 上 田 沢 か み だ ざ わ 1,500  大桑村 

26 伊 那 川 い な が わ 16,385  大桑村 

27 浦 川 う ら が わ 4,800  大桑村 

28 越 百 川 こ す も が わ 6,604  大桑村 

29 けさざわ川 け さ ざ わ が わ 5,886  大桑村 

30 福 栃 沢 ふ く と ち ざ わ 830  大桑村 

31 東川本谷川 ひがしがわほんたにがわ 3,900  大桑村 

32 カ ナ 沢 か な ざ わ 870  大桑村 

33 滑 川 な め が わ 8,720  上松町 

34 中 沢 な か ざ わ 2,200  上松町 

35 小 川 お が わ 17,004  上松町 

36 十 王 沢 川 じ ゅ う お う ざ わ が わ 6,979  上松町 
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No. 河川名 ふりがな 
県管理 

延長(m) 

直轄管理 

延長(m) 
町村 

37 王 滝 川 お う た き が わ 53,846  王滝村～木曽町 

38 本 洞 川 ほ ん ぼ ら が わ 7,630  木曽町 

39 西 野 川 に し の が わ 26,700  木曽町 

40 白 川 し ら か わ 10,000  木曽町 

41 湯 川 ゆ か わ 8,938  木曽町 

42 鹿 ノ 瀬 川 か の せ が わ 300  木曽町 

43 末 川 す え か わ 11,445  木曽町 

44 把 の 沢 川 た ば の さ わ が わ 3,600  木曽町 

45 ヒ ゲ 沢 川 ひ げ さ わ が わ 3,000  木曽町 

46 冷 川 つ め た が わ 5,559  木曽町 

47 西 又 川 に し ま た が わ 5,000  木曽町 

48 藤 沢 川 ふ じ さ わ が わ 2,600  木曽町 

49 樽 沢 た る ざ わ 4,700  王滝村 

50 大 又 川 お お ま た が わ 7,394  王滝村 

51 溝 口 川 み ぞ ぐ ち が わ 4,000  王滝村 

52 鈴 ヶ 沢 す ず が さ わ 3,600  王滝村 

53 鯎 川 う ぐ い が わ 14,368  王滝村 

54 小 俣 川 こ ま た が わ 3,000  王滝村 

55 濁 沢 川 に ご り ざ わ が わ 5,232  王滝村 

56 下 黒 沢 し も く ろ ざ わ 700  王滝村 

57 白 谷 川 し ら た に が わ 950  王滝村 

58 枝 川 え だ が わ 600  王滝村 

59 中 沢 川 な か ざ わ が わ 5,000  木曽町 

60 八 沢 川 や さ わ が わ 6,322  木曽町 

61 黒 川 く ろ か わ 12,208  木曽町 

62 幸 沢 川 こ う さ わ が わ 7,580  木曽町 

63 西 洞 川 に し ぼ ら が わ 4,100  木曽町 

64 上 小 川 か み お が わ 2,000  木曽町 

65 熊 沢 川 く ま ざ わ が わ 6,431  木曽町 

66 正 沢 川 し ょ う ざ わ が わ 11,210  木曽町 

67 濃 ヶ 池 川 の う が い け が わ 6,713  木曽町 

68 神 谷 川 か み や が わ 3,000  木曽町 

69 菅 川 す げ が わ 3,924  木祖村 

70 塩 沢 川 し お ざ わ が わ 7,739  木祖村 

71 笹 川 さ さ が わ 8,650  木祖村 

    合計 531,375 6,390   
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4．木曽圏域の現状と課題 

 

 木曽圏域における減災対策について、各構成員が現在実施している洪水時の情報伝達や水防に関

する事項等についての取組及び課題を抽出し、以下のとおりとりまとめた。 

 

①  情報伝達等に関する事項 

項 目 現 状 課 題 

想定される  

浸水リスクの

周知 

〇木曽川（水位周知河川）及び黒川、 

末川、小川、滑川、蘭川、坪川（市町村ハ

ザードマップ作成支援河川）では、計画規

模の降雨による浸水想定区域図（浸水範囲、

浸水深さ）が策定され、長野県建設部河川

課ホームページで公表している 

 

〇木曽川では、想定最大規模の降雨による浸

水想定区域図（浸水範囲、浸水深さ、浸水継

続時間、河岸浸食、氾濫流）が策定され、木

祖村を除き長野県建設部河川課ホームページ

で公表している。木祖村については、独立行

政法人水資源機構 味噌川ダム管理所ホーム

ページで公表している。 

 

○各町村においてハザードマップをホームペ

ージで公表している。（想定最大規模の降雨

による浸水想定区域図に対応するハザードマ

ップは今後作成） 

 

(1)最近の被災状況を踏まえると、より 

大規模な氾濫に備える必要がある 

 

(2)様々な避難方法を選択できるようにす

る必要がある 

 

(3)住民周知への取組強化が必要 

洪水時におけ

る河川水位等

の情報の内容 

〇木曽圏域に雨量計が36基設置されている

（資料－1） 

 

〇木曽川の大手橋、桃山、南木曽には水位計

が設置されている（資料－1） 

 

〇木曽川の矢崎橋、大手橋、小川橋、下河原

橋、和村橋、柿其橋、高瀬橋、三留野大橋、

蘭川の妻籠橋、王滝川の松原橋には危機管

理型水位計が設置されている（資料－1） 

 

〇木曽川の須原、十二兼、沼田、吾妻、田立、

蘭川の橋場、王滝川の野口には簡易型河川

監視カメラが設置されている（資料－1） 

 

〇木曽川の大手橋、下河原橋、高瀬橋には量

水標が設置されている（資料－1） 

(4)水位計が必要な地域がある 

 

(5)水位周知をすべき河川（区域）があ 

る 

 

(6)水防活動や自主避難の判断のため、 

量水標が必要な地域がある 
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項 目 現 状 課 題 

町村への情報

提供と避難勧

告等の発令基

準 

〇決壊､溢水等の重大災害が発生する恐れが

ある場合には、建設事務所長から関係首長

に情報伝達を行う 

 

〇建設事務所担当者（水防当番）から関係自

治体防災担当者に対して情報伝達を行って

いる 

 

〇避難勧告等は地域防災計画に記載しそれに

基づいて発令している 

 

〇木曽川（水位周知河川）では水防警報等で

水位情報を提供している 

 

○気象庁HPや防災情報提供システムで流域雨

量指数の予測（洪水警報の危険度分布、流

域雨量指数帳票）を提供している 

 

(7)関係首長へ具体的に、確実に情報伝 

達する必要がある（ホットライン） 

 

(8)確実な情報提供を担保する必要があ 

る（水位情報、予報も含め） 

 

(9)避難勧告等の発令基準の具体化、地 

域防災計画の修正が必要 

 

(10)避難勧告等に係る判断や伝達に係る

詳細なマニュアルの整備 

 

(11)避難に必要な時間を確実に確保する

必要がある（タイムライン） 

 

(12)災害時要配慮者に留意が必要 

 

(13)情報の一元管理が必要 

 

(14)避難等の判断に必要な情報を確実か

つ、わかりやすく提供するとともにそ

の利活用を促進する必要がある 

避難場所  

避難経路 

○上松町（平成31年４月）、南木曽町（平成

23年12月）、木曽町（平成25年9月）、

大桑村（平成25年8月）に浸水想定区域が

表示されたハザードマップを作成し全戸配

布で周知している 

 

(15)避難時の危険に配慮して、多様な避難

方法を選択できるようにする必要が

ある 

 

(16)洪水以外の危険（土砂災害、地震、火

事等）にも活用できるようにしたい 

 

(17)住民周知が不十分、取組強化が必要 

 

(18)大災害時の避難、町村を越える広域避

難、長期の避難に向けた検討が必要 
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項 目 現 状 課 題 

住民等への情

報伝達の体制

や方法 

 

〇雨量･水位情報等をホームページ（長野県河

川砂防情報ステーション）により公表して

いる 

 

〇避難情報を防災行政無線、広域ＣＡＴＶ文

字放送、広報車などにより伝達している 

 

(19)住民へのわかりやすさ、危険度がわか

るようにするのが重要 

 

(20)災害危険時に確実な情報提供をする

必要がある 

 

(21)スマートホン等のモバイル端末向け

のページが必要 

 

(22)あらゆる人に情報提供する工夫が必

要（インターネット未利用者、視力・

聴力低下者、外国人等） 

 

(23)荒天時の聞き取りにくさへの対策が

必要 

 

(24)代替の情報伝達手段を検討 

 

避難誘導体制 〇避難誘導は、町村職員、警察、消防団員、

自主防災組織等の各組織が実施している 

 

〇水防活動を行う消防団が避難誘導等の任務

も担っている 

(25)迅速避難が可能となるよう、組織毎の

役割分担の明確化が必要 

 

(26)構成員の減少対策 

 

(27)水防活動の省力化、団員の確保が必要 

 

(28)より実践に即した訓練が必要 
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②  水防に関する事項 

項 目 現 状 課 題 

河川の巡視 〇重要水防区域を定め建設事務所で河川巡視

している（資料－4） 

 

〇出水時には、消防団（水防団）等と河川管

理者がそれぞれ河川巡視を実施している 

 

○圏域内には23団体（令和２年４月現在）の

河川愛護団体があり、河川清掃、草刈、河

川パトロールを行っている 

(29)重要水防区域が多く、優先的に監視・

水防活動をすべき箇所の特定が困難 

 

(30)住民が重要水防区域を知らない 

 

(31)点検個所の経年状況把握（カルテ）と

見直しが必要 

 

(32)効率的な巡視方法、役割分担を検討 

 

(33)点検箇所数に対応したマンパワーの

強化が必要 

水防資機材の

整備状況 

〇水防資材（土のう袋、ロープ、ブルーシー

ト）を町村備蓄場、消防署等に保管してい

る 

(34)装備品の情報共有、使用融通を検討す

る必要がある 

 

(35)装備品等の確保、交換を確実に行う必

要がある 

自治体庁舎、 

災害拠点病院 

等の水害時に 

おける対応 

〇大規模な水害時には、庁舎等が浸水し機能

が低下・停止する恐れがある 

（木曽合同庁舎） 

 

〇ライフライン（電気、ガス、水道、通信）

が浸水し機能が低下・停止する恐れがある 

 

(36)災害時の対応拠点となる庁舎等につ

いて耐水化対策が必要 

 

(37)被災時の代替機能を確保する必要が

ある 

 

(38)自主防災組織の拡充が必要 

 

(39)ライフラインの耐水化が必要 

 

③  氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

項 目 現 状 課 題 

排水施設、排

水資機材の操

作・運用 

〇圏域には、水資源機構の味噌川ダム、牧尾

ダム、関西電力の桃山ダム、読書ダム、山

口ダム、三浦ダム、王滝川ダム、常盤ダム、

木曽ダム、伊奈川ダムがあり、各々の操作

規則により管理している 

 

〇圏域には、護岸嵩上げ箇所や築堤箇所があ

り、溢水により水が長時間滞留する恐れが

ある（資料－2,3） 

(40)ダム放流の情報が確実に届く必要が

ある 

 

(41)ポンプの確実な運用、人材確保 
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④  河川管理施設の整備に関する事項 

項 目 現 状 課 題 

堤防等河川管

理施設の現状

の整備状況 

〇洪水氾濫を未然に防ぐための対策が必要な

河川が多くある 

対策実施中の箇所を下記に示す 

 

〇木曽川 木祖村藪原 

五反田橋上下流区間では、既往最大流量

（S.58.9洪水）に対して河川断面が不足し

ており、浸水被害を防止するため県単河川

改修工事を実施している 

 

〇木曽川 上松町諸原橋 

諸原橋前後区間では、既往最大流量（S.58.9

洪水）に対して河川断面が不足しており、

浸水被害を防止するため県単河川改修工事

を実施している 

 

〇ヒゲ沢川 木曽町髭沢 

当該箇所は、豪雨による出水で大幅な河床

低下が発生し、既設護岸工の基礎が露出す

ると共に崩壊が発生しており、浸水被害を

防止するため県単河川改修工事を実施して

いる 

 

〇木曽川 大桑村和村橋 

和村橋下流区間は、背後地が商業地となっ

ているが護岸未整備で有り、増水による河

岸浸食により被害が発生する恐れがあるた

め県単河川改修工事を実施している 

 

〇黒川 木曽町小野橋上 

当該箇所は、豪雨による出水で護岸が被災

されたため、浸水被害を防止するため県単

河川改修工事を実施している 

 

 

 

 

 

 

 

(42)引き続き、対策を実施する必要がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ元完 

 

※各項目の課題の番号(1)～(42)は、後述の「6.概ね5年間で実施する取組」の内容と対応 
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5．減災のための目標 

 

 円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水等の対策を実施

する事で、各構成員が連携して達成すべき減災目標は以下のとおりとする。 

 

【達成すべき目標】 

 

 

 
 

 

 

【目標を達成するための3つの取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※大規模水害･････想定しうる最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害 

※逃げ遅れ･････立ち退き避難が必要なエリアからの避難が遅れ孤立した状態 

※社会経済被害の最小化･････大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に経済活動を再開できる状態 

木曽圏域の流域における大規模水害に対しても、 

「逃げ遅れゼロ｣、「社会経済被害の最小化」を目指す。 

① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のため 

の取組 

 

② 洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための 

水防活動の取組 

 

③ 一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能と 

するための排水活動の取組 
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6．概ね5年で実施する取組 

 

 氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意識社会」を再構築す

ることを目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のとおりである。 

 

1）ソフト対策の主な取組 

各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・取組機関については、以下のとおりで

ある。 

 

① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

項 目 主な取組項目 備 考 

■広域避難を考慮した

ハザードマップの作

成･周知等 

 

対応する課題： 

(1)(2)(3)(12)(15) 

(16)(17)(18) 

・想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュ

レーションの公表【ダム管理者、県】 

 

・広域避難を考慮したハザードマップの作成･周知等 

【町村】 

 

・ささえあいマップ、ハザードマップ整備･拡充【町村】 

 

・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 

【町村】 

 

■避難勧告の発令に着

目したタイムラインの

作成 

 

対応する課題： 

(7)(8)(9)(10)(11) 

(13)(14) 

 

・避難勧告の発令に着目したホットライン・タイムライ

ンの作成【県、町村、気象台】 

 

・タイムラインに基づく首長も参加した実践的な訓練 

【町村、気象台】 

 

・「危険度を色分けした時系列」、「警報級の可能性」

や「洪水警報の危険度分布」等の新しい防災気象情報

の利活用の検討【県、町村、気象台】 

 

■防災教育や防災知 

識の普及  

 

対応する課題： 

(4)(5)(6)(19)(20) 

(21)(22)(23)(24) 

・教員を対象とした講習会の実施【町村】 

 

・小学生を対象とした防災教育の実施【町村】 

 

・出前講座等を活用した講習会の実施【気象台、県】 

 

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信【県】 

 

・水位計やライブカメラ等の情報をリアルタイムで提供

【県、町村】 
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② 洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組 

項 目 主な取組項目 備 考 

■より効果的な水防 

活動の実施及び水防 

体制の強化 

 

対応する課題： 

(25)(26)(27)(28) 

(29)(30)(31)(32) 

(33)(34)(35)(37) 

(38)(40) 

 

・消防団（水防団）等への連絡体制の再確認と伝達訓練

の実施【町村】 

 

・消防団（水防団）同士の連絡体制の確保【町村】 

 

・消防団（水防団）や地域住民が参加する洪水に対しリ

スクが高い区間の共同点検【県、町村】 

 

・関係機関が連携した実働水防訓練の実施【県、町村】 

 

・水防活動の担い手となる消防団（水防団）等、協力団

体の募集指定を促進(広報誌､市のイベント、コミュニ

ティー放送等） 

【町村】 

 

・地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築 

【町村】 

 

・重要水防区域の公表【県、町村】 

 

・災害拠点となり得る施設・資材・備品の強化等 

【県、町村】 

 

・住民等への情報伝達の体制強化【県、町村】 

 

・情報伝達訓練の実施【ダム管理者、県、町村】 

 

 

③ 一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組 

項 目 主な取組項目 備 考 

■排水訓練の実施 

 

対応する課題： 

(1)(41) 

 

・排水（ポンプ車）訓練の実施【県、町村】  
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2）ハード対策の主な取組 

各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・取組機関については、以下のとおり 

である。 

 

項 目 主な取組項目 備 考 

■洪水を河川内で 

安全に流す対策 

 

対応する課題： 

(31)(42) 

・優先的に実施する堤防、護岸等の整備【県】 

 

・適時、適切な維持管理の実行【県】 

 

■避難行動､水防活動

排水活動に資する基盤

等の整備 

 

対応する課題： 

(4)(5)(6)(19)(20) 

(21)(22)(23)(24)(36) 

(39) 

 

・雨量、水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握･伝

達するための基盤の整備【県、町村】 

 

・防災行政無線の改良(デジタル化)、防災ラジオ、ディ

スプレイ付戸別受信機の配布等【町村】 

 

・水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機

材等の配備【県、町村】 

 

・水位計や量水標、CCTVカメラ等の設置【県、町村】 

 

・浸水時においても災害対応を継続するための施設の整

備及び、庁舎・自家発電装置・ライフライン等の耐水

化【県、町村】 

 

・ホームページの整備【県】 

 

 

※主な取組項目の具体的な実施内容等については、今後行われる協議会において検討することとす

る。 

 

 

7．取組方針のフォローアップ 

 

 この取組方針に記載した事項については、各構成員において、防災業務計画や地域防災計画、河

川整備計画等に反映するよう努めるとともに、目標の実現に向け、継続的に取り組むものとする。 

 また、本協議会は随時出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認するとともに、必要に応じ、こ

の取組方針を見直すものとする。 
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木曽圏域 雨量計・水位計等設置位置図 

資料－１ 
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パラペット（護岸嵩上げ）施工箇所 

河川名 町村名 位      置 高さ（ｍ） 左右別 延長（ｍ） 

木曽川 

木祖村 木祖村役場前～湯川酒店前 0～1.0 左岸 270 

木曽町 日義 宮ノ越寺橋下流 0.8  左岸 140 

木曽町 新開上野（中電堰堤横） 0.8  右岸 120 

木曽町 木曽大橋下 0.7  右岸 120 

木曽町 福島青木町 関所橋～旭橋手前 1.0  右岸 150 

木曽町 福島上町・関町 大手橋～関所橋手前 0.5～1.0 右岸 190 

木曽町 福島上町・関町 大手橋下～関所橋手前 0～1.0 左岸 270 

木曽町 福島本町 岩屋旅館裏～大手橋 0.5  左岸 100 

木曽町 福島中島 広畔橋～中島橋 0.5～1.0 右岸 250 

木曽町 福島塩渕 Aコープ裏～旧木曽看護学校手前 1.0  左岸 520 

上松町 下河原橋下流 0.75  右岸 200 

大桑村 和村橋上・下流 1～1.5 左岸 290 

大桑村 大桑橋下流 1.0  右岸 40 

大桑村 野尻向橋上下流 1.0  左岸 250 

南木曽町 南木曽中学校前 1.0  右岸 200 

小川 
上松町 大畑橋下流 1.1  左岸 56 

上松町 大畑橋上流 1.0  左岸 57 

西野川 木曽町 王滝川合流付近 0.6  右岸 175 

末川 
木曽町 開田高原末川 渡合 1.0  右岸 70 

木曽町 開田高原末川 鵜類沢 0.9  右岸 130 

黒川 

木曽町 新開 上条芝原 0.7  左岸 160 

木曽町 清博士橋 上流 1.0  左岸 105 

木曽町 新開 木曽福島体育館 下流 0.75  左岸 27 

木曽町 福島旭町  木曽町中学校対岸 1.0  右岸 190 

熊沢川 
木曽町 熊沢 井口採石場 下流 0.8  左岸 20 

木曽町 熊沢 小樽バスＴ横 0.6  左岸 40 

菅川 木祖村 菅 小林地区 0.4  右岸 120 

塩沢川 木祖村 塩沢橋上・下流 0.5～0.6 右岸 150 
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築堤箇所 

河川名 町村名 位      置 左右別 延長（ｍ） 

木曽川 

木祖村 薮原 倉籠橋上流(小学校前) 左岸 300 

木祖村 薮原 倉籠橋上下流(小学校前) 右岸 200 

木祖村 湯川酒店下 左岸 80 

木祖村 菅 吉田橋上流 右岸 210 

木祖村 菅 吉田橋下流 左岸 110 

木祖村 国道19号 吉田橋上流 右岸 120 

木曽町 日義 葵橋下 左岸 310 

木曽町 日義 寺橋下～向橋上 左岸 1300 

木曽町 日義 向橋下（浄化センタ－前） 左岸 20 

木曽町 新開 矢崎橋下流 左岸 340 

木曽町 新開 矢崎橋下流 右岸 230 

木曽町 新開 木曽大橋下～木曽町中学校前 右岸 510 

木曽町 福島 木曽病院下（社木製材所前） 右岸 120 

上松町 立町 下河原橋上下 左岸 200 

上松町 立町 倉本駅上流（木曽建設産業下） 左岸 140 

上松町  諸原 諸原橋上下流 右岸 170 

大桑村 和村橋 上下流 右岸 920 

大桑村 大桑橋下流 右岸 230 

大桑村 野尻向橋 上流 左岸 180 

南木曽町 南木曽中学校前 右岸 100 

西野川 
木曽町 開田高原西野 柳又 右岸 90 

木曽町 開田高原西野 西野橋上下流 右岸 660 

末川 木曽町 開田高原末川 鍛冶屋 右岸 100 
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水防管理
団体名

河川名
箇所
番号

河川
管理者名

河川の
種別

左右岸
の別

警戒の
度合

延長
(m)

箇所
数

場所(目標)
予想される
水位(m)

区分と
予想される危険

水防工法

木曽川 1 県 一級 左 A 100 1 新開あら町 3.0
堤防弱体
決壊

積土のう

木曽川 2 県 一級 左 A 100 1 中島 4.5 護岸等の決壊
蛇籠布せ
木流し

木曽川 3 県 一級 右 A 260 1 田沢下～社木 4.0
堤防高不足
越水

積土のう
木流し

木曽川 4 県 一級 右 A 240 1
上野
中電取入上下

4.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 5 県 一級 左 A 24 1 上町・本町 4.5
堤防弱体
決壊

木流し
積土のう

木曽川 6 県 一級 右 A 500 1 中畑・西光寺 4.5
堤防弱体
決壊

木流し
積土のう

木曽川 7 県 一級 右 A 300 1 森林管理署土場 4.5
堤防高不足
越水

積士のう

木曽川 8 県 一級 右 B 80 1 青木町 4.5
堤防高不足

越水

木流し

蛇籠布せ

木曽川 9 県 一級 右 A 230 2 六軒町・大手町 4.5
堤防弱体
決壊

木流し
積土のう

八沢川 10 県 一級 右 A 100 1  伊谷橋詰伊谷大橋下 1.5
堤防高不足
越水

積土のう

八沢川 11 県 一級 左 B 100 1 安林(森裏) 2.0
堤防高不足
越水

積土のう

八沢川 12 県 一級 右 A 40 1 駒見橋上 2.0 護岸等の決壊 木流し

左 A 100 1
右 A 50 1

黒川 14 県 一級 左 B 50 1 杭の原 2.5 護岸等の決壊 木流し

黒川 15 県 一級 右 A 40 1 橋詰橋上下 2.0
無堤地
決壊

蛇籠布せ
木流し

黒川 16 県 一級 右 B 80 1 渡合家具工場裏 2.0 護岸等の決壊
蛇籠布せ
木流し

黒川 17 県 一級 右 B 20 1 橋詰丸田宅裏 2.0
無堤地
決壊

蛇籠布せ
木流し

黒川 18 県 一級 右 A 100 1 小野橋上・下 2.0
堤防高不足

越水
積土のう

黒川 19 県 一級 右 B 30 1 野中 2.0 護岸等の決壊
蛇籠布せ
木流し

黒川 20 県 一級 右 A 80 1 清博士 2.0 護岸等の決壊
蛇籠布せ
木流し

黒川 21 県 一級 左 B 100 1 島尻大田橋上 2.0 護岸等の決壊 木流し

黒川 22 県 一級 左 B 100 1 島合流点下 2.0
無堤地
決壊

蛇籠布せ
木流し

黒川 23 県 一級 左 B 30 1 折橋トンネル上 1.5
無堤地
決壊

蛇籠布せ
木流し

黒川 24 県 一級 左 B 30 1 栃本 2.0
無堤地
決壊

蛇籠布せ
木流し

正沢川 25 県 一級 左 A 50 1 山水上 3.0 護岸等の決壊
蛇籠布せ
木流し

木曽川 26 県 一級 左 A 100 1 旭町裏 2.5
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 27 県 一級 右 B 300 1 旧保育園裏 2.5
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 28 県 一級 左 B 550 1 新道 2.5 護岸等の決壊
木流し

蛇籠布せ

木曽川 29 県 一級 右 B 400 1 川向 2.5 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

木曽川 30 県 一級 左 B 300 1 下島 2.5
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 31 県 一級 右 A 170 1 巴橋下流 2.5 護岸等の決壊 積土のう

木曽川 32 県 一級 左 B 50 1 小沢原 2.5 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

正沢川 33 県 一級 右 B 50 1 三井農林裏 2.5
堤防高不足
越水

積土のう

正沢川 34 県 一級 右 B 50 1 月桂冠裏 2.5
堤防高不足
越水

積土のう

正沢川 35 県 一級 右 B 80 1 七笑橋上 2.5
堤防高不足
越水

積土のう

左 B 50 1
右 B 100 1

西野川 37 県 一級 右 B 50 1 柳又 2.0
天然河岸
決壊

積土のう
木流し

西野川 38 県 一級 右 B 50 1 古海道 2.0
天然河岸
決壊

積土のう
木流し

末川 39 県 一級 左 B 100 1 小野原上流 2.0
天然河岸
決壊

積土のう

末川 40 県 一級 左 B 20 1 渡合 2.0
がけ崩れによる
せき止め

蛇籠布せ

藤沢川 41 県 一級 左 B 50 1 下栗尾橋 1.5
桁下余裕
高不足

積土のう

把の沢川 42 県 一級 右 B 100 1 把の沢 1.5
堤防高不足
越水

積土のう

髭沢川 43 県 一級 右 B 100 1 髭沢 2.0
堤防高不足
決壊

積土のう

西野川 44 県 一級 左 B 200 1 荻の島 2.0
無堤

越水
蛇籠布せ

左 B 300 1

右 B 300 1
左 B 200 1
右 B 150 1

西野川 47 県 一級 右 B 100 1 藪原 2.0
護岸老朽
決壊

牛枠

左 B 100 1
右 B 100 1

本洞川 49 県 一級 左 B 50 1 牧 2.0
無堤
決壊

石積

左 B 200 1
右 B 180 1

王滝川 51 県 一級 左 B 200 1 桑原 4.5
堤防高不足
越水

石積

白川 52 県 一級 右 B 100 1 赤岩巣橋下流 2.5
堤防高不足
越水

積土のう

白川 53 県 一級 左 B 250 1 正の腰 3.0
堤防高不足
越水

積土のう

左 B 100 1
右 B 100 1

県計 8,234 62

万郡沢 55 町 準用 左 A 50 1 中島 2.0 護岸等の決壊
蛇籠布せ
木流し

左 A 90 1
右 A 80 1
左 A 100 1
右 A 100 1

面沢川 58 町 準用 右 B 300 1 神谷 1.5 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

左 B 300 1
右 B 300 1

無佐沢川 60 町 準用 左 B 100 1 無佐沢橋上流 1.0
堤防高不足
越水

積土のう

左 B 50 1
右 B 50 1
左 B 100 1
右 B 100 1
左 A 100 1
右 A 100 1
左 A 100 1

右 A 100 1

入川 65 町 準用 右 B 80 1 釜沼 1.5
堤防高不足
越水

蛇籠布せ

左 B 60 1
右 B 60 1

東又川 67 町 準用 右 B 100 1 東又 1.5
堤防高不足
越水

積土のう

東又川 68 町 準用 右 B 50 1 枠本 2.0
堤防洗掘
洗掘

蛇籠布せ

町計 2,470 22

計 10,704 84

黒川

栃洞沢川

59

1.0
河床上昇
越水

野中沢川 町 準用 野中

町 普通 大屋 1.5
堤防高不足

決壊

蛇籠布せ

積土のう

積土のう

積土のう

堤防高不足
越水

堤防高不足
越水

鵜類沢 1.5 積土のう

堤防高不足
決壊

積土のう

町 普通 小西 1.5

国道下 1.0

普通
がけ崩れによる
せき止め

町

町 準用 尻平沢橋上流 1.5

町 準用

積土のう

越畑沢 町 準用 塩渕国道上 1.0
堤防高不足
越水

万郡沢

積土のう

町 準用

河床低下
河床洗掘

一級

上塩渕県道下 2.5
堤防高不足
越水

3.0 無堤
越水

2.0県

県

牛枠湯川 県 一級 湯川橋上流 2.0

王滝川

下殿

石積

木流し
積土俵

一級 小島橋下流 蛇籠布せ

倉本

無堤
決壊

一級

積土のう

栩山 2.5 蛇籠布せ

関谷 2.0

一級 上志水 2.0

1.5 無堤
越水

県

堤防高不足
越水

県 一級

県 一級

県

尻平沢川

松沢川

堤防高不足
越水

護岸老朽

決壊

積土のう

大屋沢川

62

13

36

45

46

48

西野川

西又川

本洞川

木
曽
町

西野川

大沢 63

64

66

重　要　水　防　区　域

50

54

56

57

61

水防管理

団体名
河川名

箇所

番号

河川

管理者名

河川の

種別

左右岸

の別

警戒の

度合

延長

(m)

箇所

数
場所(目標)

予想される

水位(m)

区分と

予想される危険
水防工法

木曽川 186 県 一級 左 A 200 1 大桑保育園下 6.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 187 県 一級 右 A 300 1 殿下下起前 6.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 188 県 一級 右 A 40 1 殿小川合流 6.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 189 県 一級 左 A 150 1 二本木 6.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 190 県 一級 左 A 600 1 野尻林～中越 5.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 191 県 一級 左 B 200 1
橋場　（株）ウッド
アールオークワ裏

6.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 192 県 一級 左 B 200 1 野尻上在振田 6.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 193 県 一級 右 B 20 1 満寿田橋上流 6.0 護岸等の決壊 木流し

殿小川 194 県 一級 左 A 70 1 木曽川合流点上 2.0 護岸等の決壊
積土のう
蛇籠布せ

殿小川 195 県 一級 左 B 50 1 小川新田 2.0 護岸等の決壊
積土のう
蛇籠布せ

伊那川 196 県 一級 右 B 50 1
橋場　（株）ウッド
アールオークワ裏

5.0
堤防高不足
越水

積土のう

伊那川 197 県 一級 左 B 200 1 大島県道上 5.0
堤防高不足
越水

蛇籠布せ
積土のう

伊那川 198 県 一級 左 B 250 1 東外向下小路 4.0
堤防高不足
越水

積土のう

県計 2,330 13

宮の沢 199 村 準用 右 A 50 1
野尻
須佐男神社上

1.0
堤防高不足
越水

積土のう

左 B 50 1
左 B 30 1

大沢 201 村 準用 左 A 10 1 木曽川合流点上 1.5
堤防高不足
越水

積土のう

村計 140 4

計 2,470 17

積土のう須原駅上 1.0
堤防高不足
越水

重　要　水　防　区　域

村口宮の沢 準用

大
桑
村

200

水防管理

団体名
河川名

箇所

番号

河川

管理者名

河川の

種別

左右岸

の別

警戒の

度合

延長

(m)

箇所

数
場所(目標)

予想される

水位(m)

区分と

予想される危険
水防工法

木曽川 101 県 一級 右 B 100 1 中学校裏 8.0 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

木曽川 102 県 一級 左 A 173 1 渡島 9.0 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

木曽川 103 県 一級 右 B 300 1 沼田高校寮下 8.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 104 県 一級 左 B 150 1
金知屋田口
小島裏

9.0 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

木曽川 105 県 一級 左 B 200 1
原宏一郎宅下
～丸昌木材下

9.0 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

木曽川 106 県 一級 左 A 100 1 十二兼駅下 9.0 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

木曽川 107 県 一級 左 B 300 1 東栄町下 9.0 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

左 B 130 1
右 B 173 1
左 B 300 1
右 B 300 1
左 B 100 1
右 B 300 1

胡桃田川 111 県 一級 右 A 100 1 胡桃田付近 3.0 護岸等の決壊
捨土のう

捨石　木流し

鍋割川 112 県 一級 右 A 200 1 漆畑 2.0 護岸等の決壊
捨土のう

捨石　木流し
右 A 57 1
左 A 100 1
左 A 200 1
右 A 200 1

桂川 115 県 一級 左 A 100 1 中沢橋上 2.0 護岸等の決壊
捨土のう
捨石

左 B 50 1
右 B 50 1

岩倉沢 117 県 一級 左 A 80 1 前沢房雄横 3.0
堤防高不足
越水

積土のう

岩倉沢 118 県 一級 左 A 100 1 岩倉別荘横 0.5
堤防高不足
越水

積土のう

坪　川 119 県 一級 左 A 300 1 大野正兼　下切 3.0
堤防高不足
越水

積土のう

県計 4,163 25

左 A 100 1
右 A 100 1
左 A 300 1
右 A 300 1
左 A 300 1
右 A 300 1
左 A 280 1
右 A 280 1
左 A 500 1
右 A 500 1

下の沢 126 町 準用 左 A 50 1 元組 2.0 護岸等の決壊
捨土のう

捨石　木流し
左 A 100 1
右 A 100 1
左 A 350 1
右 A 350 1

一石沢 129 町 準用 右 B 100 1 大妻籠・下り谷 1.5 護岸等の決壊
捨土のう
捨石

左 B 150 1
右 B 150 1
左 A 50 1
右 A 50 1
左 B 50 1
右 B 50 1
左 A 150 1
右 A 150 1
左 A 300 1
右 A 300 1
左 A 200 1
右 A 200 1
左 A 100 1
右 A 100 1
左 B 100 1
右 B 100 1
左 B 100 1
右 B 100 1
左 B 100 1
右 B 100 1

大油沢 140 町 準用 右 B 50 1 岩倉 5.0 護岸等の決壊 捨土のう

左 A 100 1
右 A 100 1
左 A 100 1
右 A 100 1
左 A 100 1
右 A 100 1
左 A 100 1
右 A 100 1
左 B 100 1
右 B 100 1
左 B 100 1
右 B 100 1
左 A 100 1
右 A 100 1
左 A 100 1
右 A 100 1

町計 8,260 53

計 12,423 78

124

125

127

128

130

131

132

133

134

108

109

110

113

重　要　水　防　区　域

巻ケ沢

井戸沢

114

116

121

122

123

いざ谷

宇礼沢

額付川

大沢田川

中河原沢

蛇抜沢

長谷川

細野沢

男角川

むくり

蛇抜沢

戦沢

大水上沢

梨子沢

砂地沢

伊勢小屋沢

大沢

神戸沢 町 準用

護岸等の決壊
捨土のう
捨石

堤防高不足
越水

積土のう神戸

積土のう

堤防高不足
越水

神戸 2.0

準用

大山 2.0

2.0

町 普通 与川島の平 1.0

町 普通

町

護岸等の決壊 捨土のう

与川三区殿 1.0 護岸等の決壊

捨土のう
捨石

護岸等の決壊

捨土のう
捨石

護岸等の決壊 捨土のう

捨土のう

弓張沢 町 2.0 護岸等の決壊普通 口広瀬

細畑沢 町 準用

町

町 準用 広瀬 2.0

準用 寺 2.0

準用 天白・沼田 護岸等の決壊 捨土のう
捨石

2.0

町 準用 恋野 1.0

町

護岸等の決壊 捨土のう
捨石

和合東栄町

護岸等の決壊 捨土のう
捨石

1.0

尾又寺下 1.0

護岸等の決壊 捨土のう

東町梨子沢 2.0

準用

護岸等の決壊準用 東町大沢田 2.0

与川大沢 3.0 護岸等の決壊

町 準用

町

町

準用町

町 準用

町

準用

捨土のう
捨石

護岸等の決壊

町 護岸等の決壊

十二兼 1.5

1.0

1.0

捨土のう
捨石

護岸等の決壊

準用 和合住宅

口広瀬 2.0準用町

捨土のう
捨石

捨土のう
捨石

護岸等の決壊町 準用 新町

鹿の島 2.0 護岸等の決壊木戸沢

捨土のう
捨石

準用 与川宇礼

護岸等の決壊

捨土のう
捨石　木流し

町

捨土のう
捨石　木流し
捨土のう

捨石　木流し

捨土のう
捨石

準用 寺 2.0
堤防高不足
越水

1.0 捨土のう

護岸等の決壊

伊那山 2.0

町

捨土のう
捨石　木流し

堤防高不足
越水

堤防高不足
越水

準用 和合住吉

町 準用

捨土のう
捨石　木流し

護岸等の決壊

捨土のう
捨石　木流し

準用

護岸等の決壊口志水 2.0準用

2.0

2.0 護岸等の決壊
捨土のう
捨石

県 一級 南沢切越

一級 大妻籠 木流し
蛇籠布せ

2.5

一級 田島県

一級 田立鶴屋上 2.0 護岸等の決壊

2.0

県 一級 新道大島 2.0 護岸等の決壊

護岸等の決壊

捨土のう
捨石

積土のう

蘭川 県 一級 妻籠橋下 5.0 護岸等の決壊

地蔵沢

町

井戸入沢 町

町

殿沢

北沢

南沢川

県

県

南
木
曽
町

桜洞

井戸沢

135

136

137

138

139

141

142

143

144

145

146

147

148

水防管理

団体名
河川名

箇所

番号

河川

管理者名

河川の

種別

左右岸

の別

警戒の

度合

延長

(m)

箇所

数
場所(目標)

予想される

水位(m)

区分と

予想される危険
水防工法

木曽川 69 県 一級 左 A 65 1 下旭町裏 9.0 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

左 A 680 1
右 A 200 1
左 A 250 1

右 A 200 1

木曽川 72 県 一級 右 A 455 1
下河原橋
上下流

6.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 73 県 一級 右 A 300 1
池島
東洋林工上流

3.0
堤防高不足
越水　決壊

積土のう
蛇籠布せ

木曽川 74 県 一級 左 A 200 1 寝覚の床 4.0
堤防高不足
越水　決壊

蛇籠布せ

木曽川 75 県 一級 左 A 70 1  小野穴沢出合上下流 5.0
護岸等の
決壊

蛇籠布せ
木流し

木曽川 76 県 一級 左 A 200 1 下河原グランド 6.0
護岸等の
決壊

蛇籠布せ
木流し

木曽川 77 県 一級 左 A 200 1 名木工業 5.0
護岸等の
決壊

積土のう
蛇籠布せ

木曽川 78 県 一級 左 A 200 1
池の尻下
(ます池裏)

4.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 79 県 一級 右 B 100 1 桟温泉旅館 7.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 80 県 一級 左 B 200 1 荻原 6.0
堤防高不足
越水

積土のう

木曽川 81 県 一級 左 B 200 1 倉本 2.5
堤防高不足
越水

積土のう

左 B 500 1
右 B 500 1

左 B 100 1
右 B 300 1
左 B 200 1
右 B 200 1
左 B 110 1
右 B 110 1
左 B 150 1
右 B 100 1

左 B 100 1
右 B 100 1
左 B 90 1
右 B 100 1

小川 89 県 一級 右 B 150 1 新田 3.0 決壊 蛇籠布せ

小川 90 県 一級 左 B 50 1 島 3.0 越水 積土のう

小川 91 県 一級 左 B 50 1 最中 3.0 決壊
蛇籠布せ
木流し

右 B 250 1
左 A 150 1

小川 93 県 一級 左 B 150 1 田口 3.0 越水 積土のう

小川 94 県 一級 左 B 150 1 大沢 3.0 決壊 蛇籠布せ

左 B 40 1
右 B 140 1
左 B 200 1
右 B 200 1

県計 7,710 40

左 A 100 1
右 A 72 1
左 A 50 1
右 A 50 1
左 B 50 1
右 B 50 1

町計 372 6

計 8,082 46

穴沢 積土のう準用 小野穴沢 1.5

堤防高不足
越水

堤防高不足
越水

町 準用 倉本 1.5

町

蛇籠布せ
木流し

積土のう

空沢 町 準用 立町 1.5 護岸等の決壊

古田小沢

蛇籠布せ
木流し

小川

護岸等の決壊 蛇籠布せ
木流し

堤防高不足
越水

積土のう

小川

中沢川 一級

県

県 一級 野口
仏法橋上

越水

護岸等の決壊1.5

県 栄町
中沢橋上

2.0

一級 大畑
大畑橋下流

県 一級 小路方橋上下 3.0

3.0

護岸等の決壊

一級
蛇籠布せ
木流し

滑川 県 一級

3.0 護岸等の決壊

護岸等の決壊県 一級 上町
十王橋下流

2.5

無堤地
越水

吉野橋下

吉野橋上 3.0 護岸等の決壊 蛇籠布せ
木流し

滑川 県

一級

蛇籠布せ
木流し

十王沢川 県 一級 小脇橋上 2.5 積土のう
蛇籠布せ

十王沢川

県

一級
諸原立町

諸原橋上・下流

積土のう

蛇籠布せ
木流し

十王沢川 県 一級 下旭町
正島橋上

2.5

小川橋上流・
下流正島地区

蛇籠布せ
木流し

十王沢川

6.0

瀬木 2.5 護岸等の決壊

堤防高不足

越水
積土のう木曽川 県

県 一級 9.0
堤防高不足
越水

重　要　水　防　区　域

中沢川

木曽川

71

82

上
松
町

70

83

84

85

86

87

88

92

95

96

97

98

99

水防管理

団体名
河川名

箇所

番号

河川

管理者名

河川の

種別

左右岸

の別

警戒の

度合

延長

(m)

箇所

数
場所(目標)

予想される

水位(m)

区分と

予想される危険
水防工法

王滝川 172 県 一級 左 A 300 1 氷ケ瀬橋上下流 2.5 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ.

王滝川 173 県 一級 左 A 500 1 滝越橋上下流 2.5
堤防高不足
越水

積土のう

王滝川 174 県 一級 右 B 350 1 瀬戸 2.5
堤防高不足
越水

積土のう

王滝川 175 県 一級 左 B 400 1 瀬戸 2.5 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

大又川 176 県 一級 左 A 100 1 胡桃沢橋下流 2.0
堤防高不足
越水

積土のう

大又川 177 県 一級 右 A 35 1 胡桃沢橋上下流 2.0
堤防高不足
越水

積土のう

大又川 178 県 一級 右 B 200 1 大又橋下流 2.0
堤防高不足
越水

積土のう

大又川 179 県 一級 左 B 200 1 大又橋上流 2.0 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

左 B 200 1
右 B 200 2

鈴ケ沢 181 県 一級 右 B 500 1 尾島橋上流 2.0 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

鈴ケ沢 182 県 一級 左 B 330 1 尾島橋下流 2.0
堤防高不足
越水

積土のう

鈴ケ沢 183 県 一級 右 B 200 1 中越橋上下流 2.0
堤防高不足
越水

積土のう

溝口川 184 県 一級 左 B 200 1 溝口橋上流 2.0 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

県計 3,715 15

上黒沢 185 村 準用 左 B 400 1 上黒沢橋上流 1.0 護岸等の決壊
木流し
蛇籠布せ

村計 400 1

計 4,115 16

2.0 護岸等の決壊

王
滝
村

県 一級鈴ケ沢 鈴ケ沢橋上流 木流し
蛇籠布せ
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水防管理
団体名

河川名
箇所
番号

河川
管理者名

河川の
種別

左右岸
の別

警戒の
度合

延長
(m)

箇所
数

場所(目標)
予想される
水位(m)

区分と
予想される危険

水防工法

木曽川 149 県 一級 右 A 150 1 藤掛 2.5
護岸決壊

堤防高不足　越水
木流し
積土のう

左 A 370 1
右 A 450 1

木曽川 151 県 一級 左 A 300 1 倉籠橋上流 2.5
護岸決壊

堤防高不足　越水
木流し
積土のう

木曽川 152 県 一級 右 A 300 1 倉籠橋下流 2.5
護岸決壊

堤防高不足　越水
木流し
積土のう

木曽川 153 県 一級 左 A 100 1 村民センター前 2.5
護岸決壊

堤防高不足　越水
木流し
積土のう

左 A 200 1
右 A 200 1

笹川 155 県 一級 右 A 500 1 栃ノ木橋上下流 2.0
護岸決壊
決壊

木流し
積土のう

笹川 1596 県 一級 右 A 300 1 花の木橋上流 2.0
堤防高不足
越水

積土のう

笹川 157 県 一級 右 A 100 1 小垣外橋下流 2.0
堤防高不足
越水

積土のう

笹川 158 県 一級 左 A 300 1 蒲沼橋上流 2.0
堤防高不足
越水

積土のう

笹川 159 県 一級 右 A 78 1 藩沼橋下流 2.0
堤防高不足
越水

積土のう

左 A 170 1
右 A 180 1
左 A 300 1
右 A 300 1

菅川 162 県 一般 左 B 50 1 神出 1.0
堤防高不足
越水

穫土のう
蛇籠布せ

菅川 163 県 一般 右 B 100 1 清水 1.0
堤防高不足
越水

穫土のう
蛇籠布せ

菅川 164 県 一般 左 A 100 1 大川橋下流 1.0
無堤防
決壊越水

木流し
積土のう

菅川 165 県 一般 右 B 50 1 原村橋下流 1.0
無堤防
決壊越水

木流し
積土のう

県計 4,598 21

左 B 50 1
右 B 50 1
左 A 300 1
右 A 300 1

奥峰沢川 168 村 準用 右 A 200 1 16区公会所上流 1.5
堤防高不足
越水

積土のう
蛇籠布せ

左 A 200 1
右 A 200 1
左 A 200 1
右 A 200 1
左 A 200 1
右 A 200 1

村計 2,100 11

計 6,698 32

木曽川

初沢

くずれ沢

村
鳥屋窪松雄宅
上下流

普通

堤防高不足
越水

積土のう
蛇籠布せ

積土のう
蛇籠布せ

1.0
堤防高不足
越水

積土のう
蛇籠布せ

1.0

村 普通

普通

田上広志宅上下流

村

村

村 神出橋上下流

藤原咲雄畜舎上流

2.0

0.5

準用 くず沢橋上流 1.5

1.0

準用

一級 護岸等の決壊 木流し

穫土のう
蛇籠布せ

堤防高不足
越水

堤防高不足
越水

堤防高不足
越水

積土のう
蛇籠布せ

積土のう
蛇籠布せ

堤防高不足
越水

県 一級 五反田 2.5

県 一級 小林 1.0

県 細島橋上流

護岸決壊
決壊

木流し

木曽川
護岸決壊

堤防高不足　越水
木流し
積土のう

県 一級 吉田橋上下流 2.5

笹川

菅川

くず沢川

木
祖
村

宮沢川

寺沢
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重　要　水　防　区　域
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